
心身障害者福祉センター

ご利用までの流れ
障害者支援施設［生活介護・施設入所支援・短期入所（空床型）]

相談・申込 まずは、お住まいの市町村の福祉課、福祉事務所窓口または
相談支援事業所にご相談ください。

資料作成 相談支援事業所にてサービス等利用計画書作成します。

受給者証 お住まいの市町村の福祉課、福祉事務所窓口へ受給者証申請
していただき、「障害福祉サービス受給者証」を発行します。

施設見学
面接

施設を訪問していただき、本人の障害状況やご意向等を
お伺いします。

利用決定 ご利用されることが決定されれば、日程や持ち物などを
調整いたします。

契約

入所

ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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